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三
月
定
例
村
議
会

三
月
定
例
村
議
会

三
月
定
例
村
議
会

三
月
定
例
村
議
会

三
月
定
例
村
議
会

平
成
平
成
1717
年
度
当
初
予
算
を
可
決

年
度
当
初
予
算
を
可
決

平
成
17
年
度
当
初
予
算
を
可
決

三
月
定
例
村
議
会
が
三
月
十
一
日
か

ら
三
月
二
十
二
日
の
日
程
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
初
日
の
一
般
質
問
の
質

疑
と
答
弁
に
始
ま
り
、
提
出
議
案
の

審
議
が
行
わ
れ
す
べ
て
原
案
ど
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

※
一
般
質
問
の
内
容
は
、
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
４
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
放
送
し
ま
す
。

※
平
成
十
七
年
度
当
初
予
算
は
、
六

〜
七
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

補

正

予

算

追

加

議

案

議
員
提
出
議
案

提

出

議

案
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よりだだだだだだだよりよだよだだだよりよりよだだよだだだだだだ

橋のたもとに現存する架設記念碑
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河
俣
小
緑
の
少
年
団
桜
植
樹

門 出 の 春
村内の小・中学校で卒業式

満
開
の
花
が
楽
し
み
で
す

合
併
協
定
書
に
調
印

合
併
協
定
書
に
調
印

合
併
協
定
書
に
調

合
併
協
定
書
に
調

書
に
調
印

合
併
協
定

鏡
町
・
東
陽
村
・
泉
村

鏡
町
・
東
陽
村
・
泉
村

代
市
・
坂
本
村
・
千
丁
町
・
鏡

代
市
・
坂
本
村
・
千
丁
町
・
鏡

八
代
八
代

町
・
東
陽
村
・
泉
村

・
坂
本
村
・
千
丁
町
・
鏡

八
代
市

河
俣
小
緑
の
少
年
団
桜
植
樹

門 出 の 春門 出 の 春
村内の小・中学校で卒業式村内の小・中学校で卒業式村内の小・中学校で卒業式

満
開
の
花
が
楽
し
み
で
す

河
俣
小
緑
の
少
年
団
桜
植
樹

河
俣
小
緑
の
少
年
団
桜
植
樹

河
俣
小
緑
の
少
年
団
桜
植
樹

門 出 の 春
村内の小・中学校で卒業式

満
開
の
花
が
楽
し
み
で
す

満
開
の
花
が
楽
し
み
で
す

満
開
の
花
が
楽
し
み
で
す
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行政用語解説行政用語解説行政用語解説
■村税
　　村民税、固定資産税、軽自動車税、タバ
　コ税や会社の法人村民税などがある。

■地方交付税
　　地方公共団体が基本的事務を執行する為
　に必要な経費を財源保障する交付金。
　　地方交付税は一般財源として各団体の自
　主財源として扱われる。

■臨時財政対策債
　　地方交付税の減額補填として平成14年
　度から措置された。後年度20年間でその
　元利償還金全額が国から交付税として加算
　される。

■過疎債
　　過疎債は、財政が脆弱な過疎地域におい
　て活性化事業等を行う為に発行が認められ
　た特別な地方債。その元利償還金の
　７割を地方交付税の基準財政需要額
　に算入することにより財政支
　援されている。

歳 入歳 入 村税 13,900万円
　　  （7.37％）

その他
4,089万円
（2.17％）

地方交付税地方交付税
96,98596,985万円万円
（51.4251.42％）％）

地方交付税
96,985万円
（51.42％）

国庫支出金国庫支出金
14,81714,817万円万円
（7.867.86％）％）

国庫支出金
14,817万円
（7.86％）

県支出金
7,628万円（4.04％）

    繰入金繰入金
11,04511,045万円万円（5.865.86％）％）
  繰入金
11,045万円（5.86％）

繰越金
4,500万円
（2.39％）

村債村債
29,15029,150万円万円
（15.4515.45％）％）

村債
29,150万円
（15.45％）

各種交付金
 6,486万円
 （3.44％）

歳 出

万円万円

総務費
31,409万円
（16.65％）

公債費
33,386万円
（17.7％）

民生費
31,634万円
（16.77％）

土木費
31,710万円
（16.81％）

衛生費
14,128万円
（7.49％）

農林水産業費
17,626万円
（9.35％）

総額
188,600
総額
188,600
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歳 入

地方交付税
96,985万円
（51.42％）

国庫支出金
14,817万円
（7.86％）

  繰入金
11,045万円（5.86％）

村債
29,150万円
（15.45％）

歳 出歳 出
議会費 4,999万円

万円万円

（2.65％）

総務費総務費
31,40931,409万円万円
（16.6516.65％）％）

総務費
31,409万円
（16.65％）

公債費公債費
33,38633,386万円万円
（17.717.7％）％）

民生費民生費
31,63431,634万円万円
（16.7716.77％）％）

土木費土木費
31,71031,710万円万円
（16.8116.81％）％）

消防費
8,217万円（4.36％）

教育費13,591万円
（7.21％）

その他486万円
（0.26％）

災害復旧費
1,031万円
（0.55％）

商工費 383万円（0.2％）

衛生費衛生費
14,12814,128万円万円
（7.497.49％）％）

衛生費
14,128万円
（7.49％）

農林水産業費農林水産業費
17,62617,626万円万円
（9.359.35％）％）

公債費
33,386万円
（17.7％）

民生費
31,634万円
（16.77％）

土木費
31,710万円
（16.81％） 農林水産業費

17,626万円
（9.35％）

総額
188,600
総額
188,600

　一般会計以外にも、みなさんから負担いただく目的
税や、一般会計からの繰入金によって各目的特別事業
が実施されています。

特別会計名 予算額 対前年比

国民健康保険特別会計

老人保健特別会計

介護保険特別会計

簡易水道特別会計

宅地開発特別会計

奨学育英資金特別会計

集落排水特別会計

ケーブルテレビ特別会計

3億5,343万円

3億7,017万円

2億8,370万円

1,306万円

257万円

702万円

1億1,033万円

3,961万円

9.7％増

1.4％増

8.6％増

7.0％増

55.9％減

2.5％減

10.7％増



サービスを生かしてより良く暮らすサービスを生かしてより良く暮らすサービスを生かしてより良く暮らす
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問題があると感じたものには､は チェックを､
入れておきましょう
問題があると感じたも

利用するサービスが､自立した生活を目指す
ために役立つものとなっていますか？

寝たきりを助長するような過度に安静を保
つサービスになっていませんか？

リハビリなど､自立復帰を目指したサ―ビス
が取り入れられていますか？

サービスの回数が多すぎる、あるいは少な
すぎると感じた事はないですか？

日常生活で困っている事やしてほしい事が
きちんと補われていますか？

家族の意見や家庭の環境などを踏まえたサ
ービス内容になっていますか？

サービスを利用する事で､家族が介護しやす
くなったり､介護の負担が軽くなったりしま
したか？

サービスを利用する事で気持ちが明るくな
ったり､自分で出来る事が増えたり､日頃の
暮らしが良い方に変わってきたと感じます
か？

�

居宅サービス費用額 居宅サービス費用額（一人当り）

居宅サービス費用額

H14.10

9,748,700

88,625

－

10,429,660

97,473

89,495

13,669,710

118,867

90,586

H15.10 H16.10

一人当たりの費用額

熊本県平均

80,000

50,000

20,000
H14.10 H15.10 H16.10

110,000

140,000
（単位：円）

（単位：円）
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は
じ
め
ま
し
て
。

　
私
は「
シ
イ
ナ
」と
い
い
ま
す
。

お
兄
ち
ゃ
ん
二
人
と
毎
日
、
保

育
園
に
行
っ
て
ま
す
。

　
最
近
、
お
ぼ
え
た
ポ
ー
ズ
が

こ
の「
イ
イ
カ
オ
」で
す
。

　
私
を
見
か
け
た
ら
声
を
か

け
て
く
だ
さ
い
ね
。

（鶴上）
 大方　椎菜ちゃん　父 久 　母 晴美  
 　平成16年４月30日生まれ

44

しいな

●平成17年４月から国民年金保険料が改正さ
れます。

●国民年金保険料の割引制度（早割）が始まります。

●保険料の免除等の取り扱いが改正されます。

国 民 年 金 係 か ら の国 民 年 金 係 か ら の

お 知 ら せお 知 ら せ

Q1

A

Q2

A

Q3

A

Q4

A

Q5

A

Q6

A
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■東陽村役場
　　　165－2111
■教育委員会
　　　165－2210
■み  ど  り
　　　165－3777
■定住センター
　　　165－2040
■石  匠  館
　　　165－2700
■給食センター
　　　165－3121
■河俣保育所
　　　165－2267

く
ら
し
の

情
報

・申込期間　平成17年4月1日（金）～4月8日（金）
・１次試験日　平成17年5月1日（日）

・申込期間　平成17年4月13日（水）～4月22日（金）
・１次試験日　平成17年6月19日（日）

・申込期間　平成17年4月1日（金）～4月15日（金）
・１次試験日　平成17年6月12日（日）

・申込期間　平成17年4月1日（金）～4月15日（金）
・１次試験日　平成17年6月12日（日）

・申込期間　平成17年4月1日（金）～4月15日（金）
・１次試験日　平成17年6月12日（日）

人事院九州事務局第二課試験係
電話　092―431―7733

昭和53年4月2日から昭和59年4月1日までに生まれ
た方（学歴は問いません。）
昭和59年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業
された方及び平成18年3月までに大学を卒業予定の方

大学卒業程度

４月１日（金）から4月15日（金）まで
・郵送の場合
４月15日（金）の消印有効
・持参する場合
9時から17時まで（土・日曜日は除く。）

6月12日（日）

〒860―8603 熊本市二の丸1―2
熊本国税局人事第二課

熊本国税局人事第二課　電話　096―354―6171

県では、8月20日～28日の日程で韓国・中国を訪問
し、両国青年、九州青年との友情の輪を広げる九州共
同の国際交流事業を実施しています。
応募条件は、班長が30歳～39歳の男女各１名、団員
は20歳～29歳の28名です。負担金は73,000円。
募集期間は4月１日～5月10日です。選考日は5月22
日です。

熊本県交通安全・青少年課青少年班
電話　096―383―1111

改正児童福祉法の施行により、4月からは、児
童虐待、不登校、非行など児童に関するあらゆる
問題について市町村も相談窓口となりました。
また同時に、虐待を受けているなど、保護を必
要とする子どもを発見した場合、これまでは児童
相談所や福祉事務所に通告していただくこととな
っていましたが、4月からは、市町村も通告先に
加えられました。

東陽村役場住民福祉課
電話　65―2111
ＩＰ　765―2111

Z

地域の高齢者の方に、ＩＴを活用した
生きがいづくり、仲間づくりなど社会参
加を進めることを目的に、その指導者と
なられるＩＴリーダー（インストラクタ
ー）を養成するための講座を実施します。
受講対象者は、原則として50歳以上の

方で、日常的にパソコンを活用されてお
り、講座受講後にＩＴリーダーとして活
動を行う意欲のある方となっています。
日程や申込方法等、講座の詳しい内容

については、熊本県ホームページ「新着
情報」の中の「ただいま募集中」のペー
ジをご覧ください。

平成17年4月17日（日）
午前6時30分～午前8時
竜北町不知火干拓潮遊池（下池）
一般の部（高校生以上）

ジュニアの部（中学生以下）カップル
の部（高校生以上の男女）ファミリー
の部（親子3名子どもは中学生以下）

※各部門生きたヘラブナの総重量で競い
ます。参加賞として和鹿島いちご贈呈
豪華商品が当たるお楽しみ抽選会

大人500円（高校生以上）
子ども300円
竜北町役場企画課内　竜北

町へラブナ釣り大会実行委員会事務局
電話　52―5850



11 広報とうよう 4月号

東陽村では、青少年の向学心の高揚を図り、社会的有用の人材を
育成するため、奨学育英資金の貸付を行っています。
平成17年度の奨学生を次により募集しますので、ご希望の方はご
利用ください。
（貸付の要件）
①保護者が東陽村に居住し、かつ、生活の本拠を東陽村に有すること。
②経済的理由により修学が困難な人。
③日本育英会、また、公私団体から資金の貸付を受けていない人。
（奨学金の額）
④高等学校、または同程度の学校に進学した人（月額15,000円）
⑤大学、専門学校、または同程度の学校に進学した人（月額30,000円）
4月21日まで教育委員会に申し込んで下さい。
なお、合併の前日までに貸付、給付の決定を受けた者については、
現行制度が摘要されます。

東陽村教育委員会　電話　65―2210 ＩＰ　765―2210

・出会い頭の衝突など交差点での事故
が多い。
・規制速度以内での安全確認の不徹底
による事故が多い。
・信号無視や一時停止違反による事故
が多い。
・運転開始後30分以内の事故が多い。
☆安全運転のポイント
・視線を水平方向に保ち、広い視野を
見渡して運転する。
・いつも通り慣れた信号のない交差点
では、し
っかりと
安全確認
をする。

交通事故内訳（平成１7年2月28日現在）

県　内

件数

１,７４０

１６

０

１８

０

０

２,２３４

２２

０

死者 傷者

管　内

東陽村

八代地域を中心に幼稚
園児から中学生のサッカ
ー技術向上を目指すクラ
ブです。

幼稚園児～中学生まで

月間練習表にて報告
週３～４回

代表者　光永誠司　
電話　62―3071

八代社交ダンスブルーの会では、
初級～上級のみなさんの会員を募集
しています。初級者のみなさん、多
少でも踊れる方、大歓迎です。男女
問わずご参加下さい。

毎週火曜日　19時～21時30分
八代市勤労福祉会館3階（八

代警察署南側駐車場有）
甲斐幸男先生

（熊本県ソシァルダンス教師会会長）
入会は随時。

代表者 中村ふみこ 電話33―2847

熊本労働局では、年度更新に必要な書類を4月１日までに事業主の
方へ送付することにしております。その後、5月6日から5月20日ま
でに県内各地で集合受付会を開催しますので、「労働保険概算・確定
保険料申告書」を作成のうえ集合受付会場で申告される方法の他、熊
本労働局労働保険徴収室か最寄りの労働基準監督署、若しくは金融
機関か郵便局への申告・納付もできます。
年度更新手続きを怠りますと、「国」で保険料を決定するほか、
追徴金が課せられることがくぁりますので、期限内の申告・納付を
お願いします。
また、労働保険は農林水産業の一部を除いて、一人でも労働者を

雇用している場合は、必ず加入しなければならない制度になってお
ります。
まだ、労働保険への加入手続きを済まされてない事業主の方は、

最寄りの労働基準監督署または、ハローワーク（公共職業安定所）
にご相談のうえ、速やかに加入されますようお願いいたします。

熊本労働局　労働保険徴収室　電話　096―211―1702

八代郡生活環境事務組合の平成17
年度の水質検査計画をお知らせしま
す。水質検査項目は次のとおりです。
１．全項目水質検査
浄水（給水栓水）50項目及び原水

（氷川ダム水）40項目を年１回行いま
す。
２．11項目水質検査
浄水の水質変化の指標となる9項

目に臭気原因物質の2項目を加えて
月1回行います。
３．16項目水質検査
浄水の省略不可能16項目を3ヶ月に1
回行います。
４．水質管理目標設定項目検査
将来にわたり水道水の安全性の確

保等に万全を期する見地から浄水の
水道水質管理上留意すべき27項目を
年１回行います。
５．指標菌検査
クリプトスポリジウム（病原微生物）
の指標である大腸菌・嫌気性芽胞菌
を原水及び浄水について、３ヶ月に
１回行います。
６．ダイオキシン類検査
原水の安全性を確認するため、年

１回行います。
７．毎日検査（自己検査）
浄水の色及び濁り並びに消毒の残

留効果についての検査を水道法に基
づき１日１回行います。

八代郡生活環境事務組合事務局
電話　62―2049
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12広報とうよう 4月号

人口 男

広域全体

火  災

本  年 10

24

－14

1,004

841

＋163

1

0

1

16

23

－7

前  年

増  減

本  年

前  年

増  減

救  急

東陽村

1,313人

1,498人

2,811人

出生0　死亡4

転入1　転出14

847世帯

女

計

2月中の
異動内訳

世帯数

☆村のうごき☆
(平成17年2月28日現在)

☆火災・救急の発生件数☆
(平成17年2月28日現在)

3つのまちがい当選者発表

★沢見　隆子さん（平野団地）
★黒田　　認さん（杉の本）
★水本ハツミさん（早瀬）
★中島　昭子さん（重見）
★石田　頼子さん（久木野）

前回の答え　1Ｂ　2Ｃ　3Ａ
※長い間、ご応募ありがとうございました。

応募総数は23通でした。抽選の結果当選された方は次
のとおりです。

日 医　院　名 町村名

３
日

10
日

17
日

24
日

29
日

鏡 町

竜北町

鏡 町

鏡 町

鏡 町

鏡 町

鏡 町

鏡 町

鏡 町

泉 村

竜北町

鏡 町

52-0037

62-3377

52-1310

52-0153

52-8011

52-8787

52-0131

52-0330

52-1860

67-2010

52-8091

52-8777

電話番号

※先生方の都合により変更になる場合もあります。
 　八代郡医師会自動案内…52-2233
 　八代市医師会自動案内…134-7001

444月の休日在宅医院月の休日在宅医院月の休日在宅医院月の休日在宅医院月の休日在宅医院月の休日在宅医院444

保 田 医 院

上村整形外科医院

前 田 内 科 医 院

島田産婦人科医院

尾 田 内 科 医 院

黒田耳鼻咽喉科医院

松 村 眼 科 医 院

松 本 医 院

よかと整形外科リウマチクリニック

横 田 診 療 所

伊 藤 医 院

荒 木 皮 ふ 科 医 院

戸
籍
の
窓

戸
籍
の
窓
（
敬
称
略
）

（
敬
称
略
）

1
�

平成17年  春の全国交通安全運動平成17年  春の全国交通安全運動

４月６日（水）～４月15日（金）
　この運動は、広く県民に交通安全思想の普及・
浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナ
ーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による
道路交通環境の改善に向けた取組を推進するこ
とにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的
とします。

●統一スローガン
　『高齢者　あなたのマナーで防ぐ事故』
●運動重点等
１運動の基本
　「子供と高齢者の交通事故防止」
２重点
   （1）二輪車の安全利用の推進
  （2）シートベルトとチャイルドシートの正しい
　　 着用の徹底
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金
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日

月

火

水

木

金

土
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月

火

水

木

金

土

日
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火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

(

ス)

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
ス
テ
ー
ジ
　(

２)

教
育
委
員
会
２
階
会
議
室
　(

２
和)

教
育
委
員
会
２
階
和
室
　(

３)

教
育
委
員
会
３
階
会
議
室
　(

中)

東
陽
中
学
校
※水墨画については第１週・第３週（金曜日）保健センターみどりで実施
※パソコン教室については東陽中学校で第１週・第３週（木曜日）実施

444月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　　　　月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
吟吟詠（2）

東陽歌謡民舞

太陽保育園入園式  10：00　ハワイアンダンス（3）

河俣保育所入園式  10：00　T,Mコール（3）

エアロビクス（3）、パソコン（東中）、民舞会（3）

水墨画（保健センターみどり）、吟詠（2）

入学式
　種山小学校・河俣小学校　10：00

　　　　東陽中学校・内の木場分校　14：00

T,Mコール（3）

ハワイアンダンス（3）、民舞会（3）

パッチワーク（3ホ）、手話（2和）、フラワーデザイン（2F会議室）

東陽歌謡民舞

ハワイアンダンス（3）

アエロビクス（3）

パソコン（東中）、民部会（3）

水墨画（保健センターみどり）、吟詠（2）

T,Mコール（3）

ハワイアンダンス（3）

  ●　みどりの日　パッチワーク（3）
手話（2和）


